
平成○○年（東）第○号 
申 立 人 X1 外４名 
被申立人 東京電力株式会社 

和 解 案 提 示 理 由 書 
第１ 事案の概要 
 １ 申立ての概要 
   本件は、福島第一原子力発電所から約○キロ圏内の福島県双葉郡富岡町

に居住していた申立人ら（本件事故により○県○市及び○県○市にて避難

継続中。以下、申立人 X１を「X１」、申立人 X２を「X２」、申立人 X３を

「X３」、申立人 X４を「X４」、申立人 X５を「X５」という。）が、本件事

故発生直後からの避難に伴い発生した精神的損害、居住地所在の X１所有

の自宅土地建物が被曝したことにより生じた損害、その他申立人らに生じ

た損害の賠償について、和解仲介を求めた事案である。 
 ２ 申立人らの主張の概要   

損害賠償請求額合計  金１億９７３６万９０００円 
   （内訳） 

① 避難費用につき、１３万６０００円。 
② 一時立入費用につき、３万３０００円。 
③ 宿泊費用につき、１５万円。 
④ 家族間移動費用につき、２４万円。 
⑤ 申立人１人につき、平成２３年３月ないし平成３３年２月分（１２０

か月分）の慰謝料として月額１０万円ずつ（１人合計１２００万円、

５人合計６０００万円） 
⑥ X１の就労不能に伴う損害につき、７７００万円。 
⑦ X２の就労不能に伴う損害につき、１６６６万円。 
⑧ X３の就労不能に伴う損害につき、１５万円。 
⑨ X１所有の不動産及び家財道具を再建するための費用として、４３００

万円。 
第２ 解決の方針 
   申立人の請求のうち、早期に内払いで解決できる損害について、先行し

て和解解決し、一方、今後もなお、継続中の損害などについては、別途、

解決する方針に両当事者が合意したので、今回の和解提案に至った。 
今回の内払い対象金額は以下に記載するとおりである。 

第３ 当事者間に争いのない損害項目と金額 
 １ 避難費用 

当事者双方に争いがない金１２万６０００円を支払い対象損害とする。 
２ 一時立入費用 
  当事者双方に争いがない金２万６０００円を支払い対象損害とする。 
３ 宿泊費用 
  当事者間に争いがない金１５万円を支払い対象損害とする。 
４ 家族間移動費用 



  当事者間に争いがない金６３万７０００円支払い対象損害とする。 
５ X２の就労不能 
  当事者間に争いがない金７４万１７１３円を支払い対象損害とする。 
６ X３の就労不能 
  当事者間に争いのない金１５万支払い対象損害とする。 
７ 家具等生活用品購入費 
  当事者間に争いのない金３万７８９３円を支払い対象損害とする。 

なお、避難に際して購入した家具等は避難生活に最低限必要な物を購入

したものにすぎないと認められるので、富岡町の自宅建物内の家財の財物

価値の減少による損害の賠償とは異なるものであることを付言する。 
８ 精神的損害 

前記のとおり、和解成立により早期の被害救済を図るため、避難を余儀

なくされたことによる精神的損害に対する慰謝料のうち、当事者間に争い

のない範囲（避難所で生活した平成２３年３月は一人月額１２万円、４月

から１１月は一人月額１０万円）の金４６０万円を内払いすべき損害とす

る。 
第４ 本和解案提示の対象から除外した損害項目 
１ 慰謝料の増額について 

申立人らは第１の２⑤記載のとおり、避難を余儀なくされたことに伴う

精神的損害として、一人あたり１か月１０万円（避難所で生活した間は１

２万円）に加えて、本件事故当時、X３は高校○年生で（省略）転校しなけ

ればならなかったこと、X４は中学○年生で（省略）避難先の公立高校に転

入したこと、X５は小学○年生で転校をしなければならなかったこと等を、

慰謝料を増額すべき特別の事情として述べている。 
当パネルは、上記の X３、X４及び X５の事情は、慰謝料増額事由として

考慮に値すると思料するが、本件においては申立人が早期の内払い和解解

決を希望しており、また後記のとおり、X１所有の土地建物及び家財の財物

価値の減少による損害については後日改めて請求を行うとしていることか

ら、上記慰謝料増額については今回の内払い和解提案の対象から除外する

こととした。  
２ X１の就労不能による損害について 

X１は、減収を主張しており、提出した証拠にそれを伺わせるものもある

が、減収について本件事故と相当因果関係を認めるに足りる具体的事情を

明らかにするには至っていないこと、申立人らは早期の和解成立を望んで

いることから、今回の内払い和解提案の対象から除外することとした。 
３ X１所有の不動産の価値の減少による損害について 

本件土地建物は、福島第一原子力発電所から約○キロ圏内に位置し、放

射線の被曝量も相当高いものと認められ、財物価値の減少について算定す

ることも不可能ではないが、本件土地建物には現時点で約○○万円の住宅

ローン残高があり、金融機関に対するローンの返済等の問題を併せて処理

する必要があること、申立人らは早期の和解成立を望んでおり、不動産の

財物価値減少に関する請求は状況をみて後日行いたいとの意向であるので、



今回の内払い和解提案の対象から除外することとした。 
第５ 清算条項及び既払金の清算について 
 １ 清算条項について 

３月から１１月までの避難費用・一時立入費用・宿泊費用・家族間移動

費・X２の就労不能及び X３の就労不能については、損害額が確定している

ため、清算条項を付する。その他の損害については、損害額が未確定であ

ることから清算条項を付さないものとする。 
２ 既払金の清算について 

本件事故による損害は依然として発生しており、また、本和解では賠償

の対象から除外したものがあることから、和解金から既払金を控除しない

ことも考えられる。しかし、本件においては、被申立人が本和解において

既払金の清算を求め、申立人もある程度これに応じる意向を示しているこ

とから、既払金については、上記清算条項をつけた合計金１４３万６０６

円（内訳、申立人ら世帯に対する金１００万、X１に対する金３０万円、X
２に対する金１３万６０６円）に充当することにより清算するものとする。 
また、一時立入費用として支払われている既払金１２，０００円について

も同額にて一時立入費用に充当する。 
第６ 和解仲介案 
  （省略） 
 
平成２４年２月２４日 

原 子 力 損 害 賠 償 紛 争 解 決 セ ン ター 
仲 介 委 員 長 吉   岡   桂   輔 
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